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明徳館内での飲食について 

 

明徳館内での飲食のルールについて、改めてお知らせします。長く美しく利用するために、ご協力をお願いします。 

 

【飲食のルール】 

 

      

 
匂いが強い 

もの 

麺類 

カップ麺 

汁がないものも不可 
汁物 

箸やスプーン、 

フォークを 

使うもの 

手で食べられ

るもの 
蓋付きの 

飲み物 

10・9F × × × × × ○ 

8・７F × × × × ○ ○ 

６F × × × × × ○ 
こまちルームのみ可、その他の場所は不可 

5～2F × × × ○ ○ ○ 

 

【飲食できないもの】 

・次のものは全館において飲食不可です。館外(食堂や学生会館)で食べてください。 

例：匂いが強いもの（カレー、どんぶり、ニンニクが多く入ったもの など） 

麺類（汁の有無に関係なくカップ麺は全種類不可、うどん、焼きそば、パスタ など） 

汁物（みそ汁、おでん、鍋物、シチュー、スープ など） 

 

【飲食できるもの】 

・全館において、蓋付きの飲み物は可です。 

・手で食べられるものとは、次のものを指します。 

例：パン類（サンドイッチ、ドーナツなど）、おむすび、スナック、お菓子、ケーキ類 など 

・箸やスプーン、フォークを使う食べ物は、５階から２階を利用してください。 

 

【注意】 

①パソコンやプリンターなど、電子機器類の設置場所では飲食をしないでください。 

②食べ飲みこぼしが発生した場合は、教育・学習支援センターに連絡してください。 
 

教育・学習支援センター 


